
自転車走行ルール

走行規制エリアについて

自転車は車道が原則。歩道は例外。
例外は道路標識で指定された場合の
みです。

乗車中のスマホの操作禁止

車道は左側を通行。

右側は通行禁止。

12歳以下の子どもはヘルメット
を必ず着用

二人乗り禁止 並走禁止

飲酒運転禁止

右の様な標識や啓発物を見かけた場合は、下車して押し
歩き、もしくは周辺道路への迂回をお願いいたします。

駐輪は指定の駐輪場のみ

駐輪場

自転車
走行禁止
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乗車中のイヤホンでの音楽禁止


